
社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会  

これまでの議論の整理（案）  

第1章 社会保障カード（仮称）の基本的考え方  

本検討会が本年1月に取りまとめた「社会保障カード（仮称）の基本的な構想   

に関する報告書（以下、本文中では「基本構想に関する報告書」という）」におい   

ては、基本的考え方について以下のように述べられたところである。  
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l  l  

：人口減少と急速な少子高齢化により、生産年齢人口の減少や年金・医療  

；介護といった社会保障サービスの利用者の増加が見込まれている中で、質の：  
；高いサービスを効率的・効果的かつ安全に提供していくことが求められてい！  
l  

l  

：る。  
l  

；このため、目覚しく進歩する情報通信技術を活用し、利用者が年金・医療・；  

；介護といった社会保障分野のより良いサービスを安心して利用できる社会を：  

ll ：実現し、持続的で利用者に信頼される社会保障制度を構築することが必要で：  
ある。  

l  

これまで社会保障分野においては、年金、医療、介護等それぞれの分野におい  

て情幸田ヒが進捗し、ICカードの導入が検討されてきた経緯があるが、我が国の  

電子政府化の推進が高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）  

の下で、府省横断的に一体となって進められているとおり、本来情報化とは、国  

民の生活に密接に関連する各種事務手続等の多くが統合的に情報化されてこそ、  

最大の効果を発現するものである。   

この点につき、進捗の過程にある等の理由で情報化が部分的である時点におい  

ては、費用対効果を得にくい側面があるとともに、全体最適の観点からは、分野  

ごとに情報化を進め、別々のICカード及び発行の仕組み等を作るのは非効率で  

あることを踏まえ、社会保障カード（仮称）は、将来を見据えた社会保障制度全  

体を通じた情報化の共通基盤として位置付けられるべきものである。   

また、国民生活に密着する社会保障の分野においてこのような基盤が整備され、  

社会的な合意が得られれば、より広い用途で利用することができる可能性もある。  
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ただし、用途の拡大に伴いリスクも高まる可能性があることから、より広い範  

囲の用途に対応できることと、プライバシー侵害等の不安が極力解消されること  

を両立できる仕組みを工夫することが重要であり、また、この仕組みの内容は、  

将来的な用途の範囲を検討する上でも重要な要素となる。   

本検討会としては、社会保障カード（仮称）の仕組みの内容について検討の途  

中ではあるが、一定のイメージを示し、様々なご意見をいただきつつ、検討を進  

めていくことが有益と考え、基本構想に関する報告書の取りまとめ後の検討会で  

の議論を中間的に整理することとした。  

ー2－  

T   



第2章 社会保障カード（仮称）による効果  

第1章で述べたとおり、社会保障カード（仮称）は社会保障制度全体を通じた   

情報化の共通基盤として位置付けられるべきものであり、このような基盤が整備   

されることにより、   

・社会保障制度における自らの情報や社会保障制度に関する情報の可視化・透明  

化を進めること、  

・効率的にきめ細かなサービスを提供すること  

が一層進むことが見込まれる。また、こうしたことにより、紙媒体を基本とした   

手続等に比べて利便性が向上するとともに、社会保障制度に対する国民の信頼の   

向上につながることが期待される。   

社会保障カード（仮称）の導入により、情報の可視化や自己情報のコントロー  
ルが一層進むという「情報アクセスの基盤」としての役割を果たすことと、効率  

的できめ細かなサービスを可能とする「情報連携の基盤」としての役割を果たす  

ことにより、様々な効果が期待されるが、本検討会では、差し当たり、年金手帳、  

健康保険証、介護保険証の役割を果たし、年金記録等を簡便に確認できるものと  

して検討していることから、第2章においては、この2つの基盤の整備という視  

点で整理した年金・医療・介護3分野における具体的な効果について述べる。  

（1）情報アクセスの基盤としての効果  

（自己情報の容易な入手・活用）  

○ 現疲では、利用者は年金情報、レセプト（医療費）情報、特定健診情報等   

の情報を得るためには、多くの場合、紙の申請書のやりとりが必要となる。   

また、別々の保険者・行政機関から各々取得しなければならず、一括して情   

報を取得することができず、自分が欲しい情報にアクセスしにくい状況であ   

る。  

この点につき、利用者は、年金記録、レセプト（医療費）情報、特定健診   

情報等について、保険者等における環境が整うことを前提として、いつでも   

自宅等からオンラインで確認・入手して生活設計や健康管理のために活用す   

ることが可能となり、さらに、社会保障ポータル（仮称・詳細は後述）を利用   

することで、ワンストップで様々な社会保障に関する情事鋸こアクセスできる。   

（利用者への情報提供）  

（⊃ 利用者が保険給付・適用の手続を忘れていても、保険者等からお知らせす   

ることで手続漏れを防ぐことや、一般的な社会保障制度の概要等の情事酎こ加   

え、住んでいる自治体や年齢に応じた社会保障に関する様々な情報を提供す   

ることもより簡便に実現可能となる。  
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（自己情報の管理・安全性確保）  

○ 現状では、例えば年金記録について、標準報酬の誤りや虚偽の届出がされ   

てもすぐに確認する手段がない。  

この点につき、自分の情報を管理し、活用することが可能になり、正しい   

情報への修正、手続漏れや虚偽報告の抑止も可能になる。これにより、例え   

ば将来的な年金記録の誤り防止にも資する。  

なお、情報の確認手段としてねんきん定期便や各種通知等を送付すること   

と比べて、郵送費等のコストを削減することができる。  

○ 現状では、年金記録を始め、自分の社会保障に関する情報について、不正   

アクセスによる盗み見などの可能性に対して適切に管理されているか自分で   

直接確認する手段がない。  

この点につき、不正なアクセス等の監視が可能になり、また、不正アクセ   

ス等の抑止力としても働く。  

○ 現状では、健康保険証、年金手帳等の偽造・悪用がなされた場合があり、   

例えば、知らない間にクレジットカード、銀行口座、携帯電話等の契約をさ   

れることや、それが別の犯罪に使われる可能性がある。  

この点につき、ICカード化することにより偽造・悪用を一定程度防止す   

ることが可能になる。  
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（2）情報連携の基盤としての効果  

（利用者や保険者の負担軽減）  

○ 現在、利用者は、転居や転職等に伴い保険者が変わるごとに、保険証等を   

保険者に返却する必要があるとともに、これにより加入申請漏れ・手続漏れ   

も生じうる。また、各保険者において、被保険者の異動のたびまたは定期的   

に保険証を発行・交付している。  

この点につき、利用者は保険者変更等の際でもカードを返却する必要はな   

く、二L人1枚のカードで年金、医療、介護サービスの様々な保険証や標準負   

担額減額認定証等の役割を果たす。各保険者においても、保険証を発行する   

事務等が不要となり、事務コストが削減できる。  

また、就職の際に正しい基礎年金番号が申告されない等の理由による基礎   

年金番号の重複付番も防止することもできる。  

（医療機関等における事務負担軽減）  

○ 現在、事務面において、レセプトヘの資格情報の転記ミス、医療保険の未   

加入状態での受診や資格喪失後の受診等により、保険者・医療機関・審査支   

払機関に医療費請求における過誤調整事務が発生している。  

この点につき、オンラインでの資格確認やレセプトへの自動転記が可能と   

なり、医療費の過誤調整事務が軽減されるなど、事務コストが削減できる。  

（制度や保険者等をまたがる手続の効率化）  

○ 現在、制度や保険者をまたがって本人を同定することが難しいことから、   

保険の取得手続だけでなく、高額療養費の申請、併給調整のための書類提出   

など、制度や手続が複雑なものが存在し、煩雑な申請手続が必要であったり   

申請漏れが生じたりする。そのため、高額療養費等につき本来もらえるはず   

の給付をもらえない、また、加入手続漏れ等の原因により、払われていない   

保険料等が発生するなど、利用者への負担や事務面での負担が発生している。  

この点につき、例えば高額医療・高額介護合算制度といった制度をまたが   

る事務や、同一制度内でも保険者をまたがる事務が効率化され、手続のワン   

ストップ化や必要な添付書類を削減することが可能となり、利用者にとって   

便利になるとともに、保険者の事務コストも削減される。  

また、保険者が正確な情報の把握ができるようになることから、申請漏れ   

を防ぐために利用者に情報提供をするなど、よりきめ細かなサービスを提供   

することが可能となる。  

（例：高額療養費の申請、被用者保険から脱退した後の国民健康保険への加入  

手続勧奨、その他社会保障に関する情報の提供）  
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○ 現在、各種給付における負担の軽減措置は保険者や制度ごとで設定・適用   

されるのが原則となっているが、保険者・制度をまたがった場合でも自己負   

担額の調整を行うなど、社会保障制度において制度や保険者をまたがったよ   

りきめ細かなサービスを提供できる可能性がある。  

○ 将来的には、本人の希望を前提とした上で、地域の医療機関間や医療機関   

と介護事業者等との情報連携にも活用することも可能となる。   

その他にも、行政機関への申請について、窓口申請ではなぐ電子申請が行いや  

すくなることや、希望者については、身分証明書として利用することができるほ  

か、ICチップの空き領域を利用して追加的な機能を持たせることもできる等、  

基本構想に関する報告書で挙げられた効果が考えられる。  
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第3章 具体化の手法の骨格   

基本構想に関する報告書に基づき、具体的な仕組みについての検討を行ってき  

たところであるがこ その中でも特に中心となる部分につき、第3章で述べる。  

（1）本人を特定する鍵となる情報（本人識別情報）について  

第2章で述べたような社会保障に関する情報の可視化を進め、効率的にきめ細  

かなサービスを提供すること等を実現するためには、制度内・制度間での加入者  

特定が必要となる。   

そのため、基本構想に関する報告書では、カードのICチップに収録する「本  

人を特定する鍵となる情報」（本人識別情報）として、以下の5案を提示した。  

案1 各制度共通の統一的な番号を利用  

案2 カードの識別子を利用  

案3 各制度の現在の被保険者番号を利用   

案13－2 各制度内で不変的な番号を創設し、利用  

案4 基本4情報（氏名、生年月日、性別、住所）を利用   

この5案の比較検討を更に行ったところ、  

・「案3：各制度の現在の被保険者番号」については、保険者が変わる都度、カー   

ドの書き換えの必要が生じること、  

・「案3－2：各制度内で不変的な番号を創設」については、全ての医療保険者や   

介護保険者のシステム改修が必要となること、  

・「案4：基本4情報（氏名、生年月日、性別、住所）」については、同姓同名同   

住所の例、外字の用い方による不突合等が起こる可能性があること  

等を踏まえ、差し当たり、「案1 制度共通の統一的な番号1」又は「案2 カー  

ドの識別子」を基本として更に検討を進めることとした。   

また、上記2案に加え「公開鍵暗号の仕組み2」を用いる方法についても、国際  

標準技術が確立しておりセキュリティを確保しやすいことから、併せて検討する  

こととした。  

1制度共通の統 一的な番号の例については、『「社会保障番号」に関する実務的な議論の整理』（平成  

18年9月22日・社会保障番号に関する関係省庁連絡会議）では、「住民票コード」、「基礎年金番  
号」、「新規番号の付番」が挙げられている。   

コ公開鍵暗号の仕組みを使って電子的に認証する仕組みをいう。本来、識別と認証は異なるものであ  

るが、上述の続‥的な番号や識別子と同様、詣ほl」のためにも用いることから、二こでは、識別する行  

為を含むものとLて用いている。以下同じ。  
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（2）ICカードの活用について  

ICカードは、ICチップ内に情報を収録することで視覚的に情報を隠すこと  

ができることに加え、不正な解析等に対する防御対策がなされた「耐タンパ性」  

を有するといったICチップの性質上、偽造や不正使用が難しく、安全性が高い  

ことから、一般的に利用されている。  

ICカードの安全性  

○耐タンパ性（ICカードを不正に解析する脅威等からの防御対策）   

－チップを取り出した信号解析や顕微鏡解析による不正情報取得、消真電力や  
電圧および処理時間の変化からの情報や鍵の推定などの脅威等に対応した  

対策をしている。  

樹脂による封入によるICチップ取り出しの困難化  多層化による物理解析の困難化  

メモリ回路層→∈＝コ）多層配線構造  
樹脂   

○鍵（暗号鍵あるいはパスワード）の設定による利用条件制限   

一情報が記録されるメモリ上のデータファイルは、ファイルごとに鍵を設定して  

保護される   

一正しい鍵が確認された時に、鍵に応じた読み書きの利用権が与えられる   

－あらかじめ設定された回数の照合や認証に失敗すると、鍵の利用を自動的に  
停止することが可能  

※磁気カードやICタグは、読取装置があれば、データが読める  

磁気カードライターは比較的簡単に入手可能で、偽造も可能  

※メモリカードは、自由に読書き可能   

その一方で、例えば統一的な番号やカードの識別子といった情報をそのままI  

Cチップに収録して個人の識別に用いる場合には、暗号化等の措置をとったとし  

ても、住基カードのように専用端末を用いるなど適切な保護を講じなければ、I  

Cチップから送り出される情報を不正に読み出されるおそれを完全に否定できな  

いが、社会保障カード（仮称）については医療機関等で利用されることが想定さ  

れており、すべての医療機関で専用端末を用いて資格確認等を行うことは考えに  

くい。   

そのため、情報を読み出す端末を無条件に信頼することができないことを考え  

ると、統一的な番号等を情報の送り手と受け手で持ち合うことで本人を認証する  

方法より、情報の送り手と受け手とで異なる情報を持ち、ICチップの演算機能  

を活用する公開鍵暗号の仕組み3を活用する方が、安全性においては優位であると  

考えられる。  

3ICチップから送り出される情報が膨大な桁数の乱数とICチップ内で生成される関数であり、I  
Cチップの内部にのみ格納される別の乱数との演算の結果が合致することにより、本人を認証する方  

法。なお、公開鍵の電子証明書には重複を避けるための整理番号が付けられることになるが、これは  

本人の識別に用いられるものではない．＿  
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ただし、将来を見据えた社会保障制度の有用な基盤として検討を進めつつ、当  

分の間は、情報化が進んでいない手続等と併存する期間が一定程度存在すること、  

様々な理由でICカードの機能を利用できない事由も考えられることから、IC  

カ」ドの機能に依存しない方法も併せて検討を行う必要がある（ICカードの機  

能を利用できない事由は第6章で詳述。）。  

ICカードの機能に依存しない場合における手続等の利便性や正確性の確保に  

ついては、例えば本人識別情報をカードの券面等に記載して可視化した場合には、  

制度・本人の意図しないところで名寄せに使われるなどのリスクが高まる可能性  

が考えられる一方、何らかの可視的な番号等を情報連携のキーに利用することに  

より簡便な仕組みにすることができるとの期待もあることに留意する必要がある。   

そのため、本人識別の方法としては、安全性に優れた公開鍵暗号の仕組みの利  

用を基本としつつ、必要に応じて可視的な番号等を用いることも検討の範囲から  

は除かないこととし、その適切な在り方についても併せて検討していくこととす  

る。  
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（3）中継データベース（中継DB）の活用について   

①中継DBの必要性  

社会保障カード（仮称）の仕組みについては、プライバシー 侵害、情報の一   

元的管理に対する不安を極力解消しつつ、費用対効果にも優れた仕組みとする   

ことが重要であり、具体的な仕組みの検討に当たっては、  

・カードのICチップには医療保険の資格情報そのものや年金記録等の情報  

そのものは収録せず、ICチップ内情報の書き換えの機会を極力減らしIC  

カードのセキュリティを確保する。必要な情報にはICチップ内の本人識別  

情報を用いて外部のデータベースにアクセスする   

・現在、各保険者が給付情報等を保有するデータベースを集約または集積し  

て、個人の社会保障情報を一元管理することは、  

－プライバシーが侵害されるのではないかという不安を惹起する、  

－サイバー攻撃等の標的にされるおそれがある  

ことから、年金・医療・介護に関する様々な情報を一括して保有する大規模  
なデータベースは設けない  

と想定した。   

これらを前提とすると、ICチップ内に収録された本人識別情報をキーにし  

て、各保険者に分散して保存されている情報に確実にアクセスする仕組みとし  

て、アクセスを中継するためのリンクのみを保持する機能を持つデータベース  

（以下「中継DB」という）が必軍となる。   

現在、各制度で個別に付番されている被保険者記号番号等について、これを  

制度共通の統一的な番号に置き換えるという意見もあるが、この中継DBは、  

そのような場合であっても、同様の各保険者へのアクセスを中継する仕組みと  

して必要となるものと考えられる。  

各保険者のデータベース  中継データベース（仮称）  社会保障カード（仮称）  
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この中継DBが保有する情報について、中継DBに様々な情報を持たせるこ  

とは情報の一元的管理が行われるとの懸念が生じることから、中継DBが持っ  

情報は必要最小限の情報とする。   

具体的には、  

・ 本人識別情報  

・各制度の被保険者記号番号等（各種の公費負担医療も対象とする場合につ   

いては、それぞれの公費負担者番号、公費負担医療受給者番号）  

等を保有することとし、資格や給付情報等その他の情報は、現在と同様、各保  

険者が保有することを想定した。その一方で、各保険者は本人識別情報や他の  

保険者が管理する被保険者記号番号を保有しないと想定した。   

なお、各保険者におけるデータベースの整備状況やセキュリティ対策の状況  

を踏まえ、複数の保険者が共同してデータベースを運用すること等の措置につ  

いて更に検討を行うこととする。  

②中継DBの具体的な機能について  

オンラインによる保険資格の確認については、医療機関等からの資格確認の   

要求を中継DBを経由して各保険者のデータベースにアクセスさせることで行   

う。  

年金記録やレセプト等の情報を閲覧する際にも、各保険者が有する情報にア   

クセスすることになるが、各保険者のデータベースに個人が直接アクセスする   

ことは利用者にとって不便であり、また、セキュリティ上も脅威が高まること   

から、中継DBの仕組みを利用することにより、利用者の閲覧要求を中継する   

機能を持たせることが可能と考えられる（詳細は後述）。  

上記に加え、中継DBにおける自分のデータへのアクセス記録を保存するこ   

ととし、その記録を自分自身で確認できる仕組みとすることで、不正アクセス   

による盗み見等の不安を払拭するとともに不正を抑止する仕組みとすることが   

可能となる。  

また、中継DBを利用することで、各制度における保険者間や制度をまたが   

る保険者間の情報連携を円滑かつ安全に行うことができ、事務の効率化が可能   

となる。   

このように、中継DBを置く仕組みとすることは、カードを使って新たなサ  

ービスを使えるようにする際に、中継DBに新たなサービスについてのデータ  

ベー スへのリンクを持たせることでその機能を拡張することが可能であり、I  

Cチップ内に新たなアフウリケーションを書き込む必要はないことから、将来的  

なカードの用途拡大に対応しやすい仕組みと言うことができる。  
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第4章 年金記録等の情報閲覧の方法  

本章では、社会保障カード（仮称）の主要な機能の1つであるオンラインによ   

る年金記録等の情報閲覧4について、その具体的な仕組みについて、セキュリティ   

の確保や利用者の利便性を考慮しながら述べることとする。  

なお、情報閲覧の仕組みを実現するためには、情報を提供する各保険者の環境   

整備（閲覧用データベースの整備、情報の標準化・可視化等）が必要となる。  

（1）情報閲覧に関するセキュリティ上の要件と対策  

社会保障に関する情幸鋸まプライバシー性の高いものが多く、特に、年金記録や  

特定健診情報等は、保険証に記載されている保険資格情報と比べて特に機微な情  

報であることから、自宅などからオンラインでこれらの情報を閲覧することがで  

きるようにするためには、セキュリティ確保のための措置を講じるとともに、オ  

ンライン上で厳格な本人確認を行うことが必要不可欠である。   

オンライン上での厳格な本人確認の仕組みとしては、既存の仕組みを最大限に  

活用し、費用対効果に優れた仕組みとする観点から、現在、電子申請において安  

全性と信頼性が確保された方法として認められている公的個人認証サービスの電  

子証明書を用いる方法等を検討する必要がある。   

また、その他セキュリティ確保のための要件と対策としては、以下のものが考  

えられる。  

【セキュリティ上の要件と対策】  

① 正しいカードが、正しい所有者によって利用されていることの確認  

端末や中継DB等のシステムが、カー＿ドの正当性の確認を行う等の措   

置をとるとともに、本人確認の観点からは、カードの所有者に、暗証番   

号（PIN）の入力等を求めることが望ましい。   

② 改ざんなどがない状態で正しい情報が確認できること  

閲覧情報へのアクセス履歴を保存・確認することや、情報の登録・更   

新を行う者の正当性を確認する等の措置をとる。   

③ 悪意のある者や不正な機器からの攻撃に耐えられること  

カードが、端末や中継DB等のシステムの正当性を確認するととも   

に、情報の暗号化やウイルス対策等を行うことが必要である。   

なお、これらの対策を講じた上で残るリスクや課題について、誰がどのように  

対処するかということに関しては、費用対効果の観点も含め、今後、総合的に検  

討を行う。  

4パソコン等の端末と社会保障カード（仮称）を使って、自宅などで、オンラインで保険者のデータ  

ベースにアクセスし、自分の情報を端末の画面上に表示して確認すること及び当該情報を取得するこ  

とをいう。  
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（2）社会保障ポータル（仮称）の活用   

年金記録等の情報閲覧の仕組みのイメージ   

利用者がオンラインで年金記録等の情報閲覧を行う際、利用者が、年金・医療・  

介護等閲覧を希望する情報の種類によって、異なる保険者のデータベースにアク  

セスすることは不便であるとともに、保険者のデータベースに直接アクセスする  

ことは、たとえそれが閲覧用のデータベースであっても、セキュリティ上の脅威  

を増大させる可能性がある。また、各保険者のデータベースそれぞれにセキュリ  

ティ対策を施すことが必要となり、システムコストが増大する可能性がある。   

このため、利用者と各保険者のデータベースの間に、例えば、中継DBの機能  

を利用することで利用者の閲覧要求を中継する機能を持つ仕組み（ここでは、差  

し当たり、「社会保障ポータル（仮称）」とする。）を置く方法が考えられる。   

このような社会保障ポータル（仮称）が、利用者の閲覧要求を中継することに  

より、セキュリティ上の不安が小さくなるとともに、利用者にとっても、ワンス  

トップで様々な情報にアクセスできるようになるため、利便性の向上が図れる。   

さらに、社会保障ポータル（仮称）を通じて、保険者が利用者に対し個々の状  

況に応じた情報提供を行うなど、利用者に対するきめ細かなサービスも可能とな  

る。   

ただし．、提供される情報の具体的な内容については、利用者の利便性や提供さ  

れる情報の機密性を考慮しつつ、今後検討を行う必要がある。   

なお、レセプトの開示については、現行制度の下では非開示となるレセプトも  

ある5ことから、具体的な開示の仕組みについては、今後検討を行う必要がある。  

5保険者が、医療機関等の意見を踏まえ、レセプトを開示することによって、個人情報の保護に関す  
る法律（平成15年法律第57号）第25条第1項第1号に規定する「本人の生命、身体、財産その他  

一－13－   



第5章 医療保険事務等の効率化  

本章では、オンラインによる医療保険資格の確認6、医療保険資格情報のレセプ  

トへの自動転記、保険者間の情報連携の強化等に関して、その具体的な仕組みに  
ついて述べることとする。   

なお、本章の記述は、全ての利用者がICカードを保有しており、かつ、医療  

機関等においてもICカードに対応した環境が整備されていることを前提にして  

いる。 ICカードが利用できない状況下等における対応については第6章で述べ  

る。  

（1）オンラインによる医療保険資格の確認方法  

オンラインによる医療保険資格の確認方法のイメージ  

各保険者等（※）の  
資格情報データベース  

④資格内容を   
問い合わせ  

③医療機関から中継データ   
ベースにオンラインで   

アクセスし、資格を確認  

②医療機関は、  
提示された社会  
保障カード（仮称）  

をカード読取機に   
セット  00医院  中継データベース  

中継データベースが持つ情報の  
イメージ  

・本人識別情報．  
・各制度の被保険者首己号番号  
（・公費負担者番号） 等  

医療保険者C  

※複数の保険者が共同  
して資格情報DBを運営  

・、す透蟄今立重出彗ゑ㌔ノ  

中継データベースは被保険者の贅格t給付  
情報等を保育せず、各保険者は、本人を  
特定する鍵となる情報や他の保険者が管理  
する被保険者記号番号を保有しないと想定  

被保険者は自分の資格情報へのアクセス  
履歴を自分で確認できるものとする  

の権利利益を害するおそれ」があると判断した場合（例えば、不治の病であることを本人が知ること  

により、本人の精神的・身体的状況を悪化させるおそれがあるような場合）には、当該レセプトが非  

開示となることがある。  

6社会保障カード（仮称）を剛、て、医療機関の端末から保険者のデータ・ベースが保有する医療保険  

資格情熱こオンラインでアクセスし、医療機関の端末画面上に当該情報を表示させ、医療機関の職員  

が確認する行為を言う。  
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（医療保険資格の確認に関するセキュリティ上の要件と対策）  

医療機関が、オンラインにより、現在保険証に記載されている医療保険資格情  

報の確認を行うことを可能とするに当たっては、セキュリティの確保が必要であ  

り、医療機関における職員による確認が行えることなどを除けば、「①正しいカー  

ドが、正しい所有者によって利用されていることの確認」、「②改ざんなどがない  

状態で正しい情報が確認できること」、「③悪意のある者や不正な機器からの攻撃  

に耐えられること」等、その基本的な要件と対策としては、第4章で挙げたもの  

が当てはまる7。   

ただし、「①正しいカードが、正しい所有者によって利用されていることの確認」  

について、成りすまし受診防止の観点から、医療機関の窓口で、本人確認のため  

の暗証番号（PIN）の入力を求めることが望ましいと考えられるが、利用者本  

人に意識がない場合や医療機関の窓口業務への支障を考慮すると、現在、医療機  

関で実施されている本人確認以上の措置は困難であると考えられる。   

暗証番号（PIN）の入力を求めない場合には、医療機関の職員が正当な権限  

を持っていることの確認を行うことや医療機関におけるカード読み取り端末の認  

証を行う等の措置を検討する必要があり、また、医療機関において必要とされる  

情報以外の情報が見られないような仕組みとする必要がある。  

また、セキュリティに関する課題の他に、保険資格の取得届が提出されてから、  

その内容が保険者のデータベース等に入力されるまでの期間については、データ  

ベース上の資格と実際の資格とが一致しない場合が生じるなど、ICカードを導  

入したことにより新たに発生する運用面での課題や留意点もあることから、これ  

らについて、 今後更に検討を行う必要がある。  

（2）医療保険資格情報のレセプトヘの自動転記について  

医療保険機関の窓口は、利用者のカードを用いて、医療保険資格の確認を行う  

が、その際、レセプトに医療保険資格情報を自動転記することで、保険資格情報  

の転記ミス等を防ぐことができる。   

医療保険資格情報のレセプトへの自動転記の具体的な仕組みについては、以下  

の要件を満たすものとすることが考えられる。   

（D レセプトに自動転記される情報は、診療報酬の請求に必要な最低限の情報と   

する。  

② 医療機関の窓口は、受診の都度、カードを用いて、保険資格の確認を行うが、   

これと同様に、レセプトへ自動転記される情報の取得についても、受診のたび   

に行うこととすると、中継DB等のシステムに大きな負荷がかかることから、  

7なお、ここでは、プライバシ｝保護の観点から、カードのICチップ内に本人諸相」情軒を収録する  

ことによって、当該情報を視覚的に隠すことを前提としており、医療機関の職員が、利用者の本人識  

別情報をカードから読み取り、直接、端末に入力すること等により、保険資格の確認を行うことは想  

定していない。  
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